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一 般 質 問 通 告 書 

佐野市議会議長 様 

受

付 

番号 １１ 

令和 ８年 ２月１２日 

午前 １０時 ２分    

議会名 令和 ８ 年  第 １ 回 佐野市議会定例会 

発言者 議席番号 ２１ 番     滝田 洋子 

答弁を求める者 

(選択してください) 
市長 ・ 副市長 ・ 教育長 ・ 担当部局長 

一般質問時に使用する資料の

有無（選択してください） 

あり（ 資料提示 ・ 資料配付 ・ モニター使用 ） 

なし 

大項目（質問項目） 

中項目（質問細目） 
小項目（具体的な質問内容） 

１ 学校給食について 

（１）給食の位置づけについ 

 て 

 

 

 

 

 

 

（２）給食無償化について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①学校給食は「食べるだけのもの」ではない、子ど

もの心と体の成長を支える教育の一部と位置づけ

られている。教育的役割はどのようなことがある

と考えるか伺います。 

 

②学校給食を安全安心に実施するため、市はどのよ

うな支援を行っているか伺います。 

 

①４月から予定されている市立小・中学校・義務教

育学校給食費無償化の目的を伺います。 

 

②給食があっても、重度のアレルギーで給食を食べ

られない児童生徒はいますか伺います。 

 

③長期欠席や、学校以外家庭や別の居場所で過ごし

ているなど、給食を食べていない児童生徒につい

ての給食費の支援について伺います。 

 

④佐野市在住で県立・私立の小・中学校に通学して

いる児童生徒の給食費支援について伺います。 
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２ 多様な居場所について 

（１）不登校の子どもの居場

所支援体制強化について 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）義務教育終了後の不登

校であった子どもや、ひき

こもりとなっている若者の

居場所支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①不登校や家庭の困難を抱える子どもが増える中、

地域の居場所の役割はますます重要です。市とし

て、居場所運営団体への連携と協力をどのように

強化していくのか伺います。 

 

②居場所の運営者からは、安定的な財政支援を求め

る声が多くあります。市として、家賃・人件費を

含む基盤的な補助制度の創設や拡充を検討する考

えがあるか伺います。 

 

①義務教育終了後の不登校であった子どもや、ひき

こもりとなっている若者について、市としてどの

ように支援しているのか伺います。 

 

②不登校やひきこもり、不安をかかえるすべての若

者が安心して過ごせる居場所の必要性について、

市としてどのように考えているのか伺います。 

 

③ひきこもりの若者に対しては、訪問支援やオンラ

イン居場所が効果的です。市としての見解を伺い

ます。 

 


